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【除草特記仕様書】 

（適 用） 

本特記仕様書は「除草業務委託（下安井助元幹線）」に適用する。 

本業務委託の実施にあたり，関係諸法令，通達及び施工に関する協定事項等を遵守するととも

に，官公署への届出・許認可等の手続きを速やかに行い，監督員に報告すること。 

    

道路除草工（除草（機械施工）・集草・運搬）  

Ａ＝２，０６０×１回≒２，１００ｍ２ 

運搬距離（ダンプトラック２ｔ積） Ｌ＝２８ｋｍ 

 

１． 除草作業するにあたり，路肩・法面については除草幅ｗ=1.0ｍを行う。通行時に視

界が良くなるよう除草すること。 

２． 除草回数「１回」の実施時期については，監督員と協議の行うこと。 

３． 除草作業中は，交通安全に充分に留意し事故の無いようにすること。 

４． 交通誘導員は「交通誘導員Ｂ２人」を見込んでいる。 

５． 集草した雑草の処分先は「ごみ固形燃料工場（箕沖町）」を見込んでいる。 

  ①．作業着手する場合は，監督員から「廃棄物搬入届兼許可伝票」を受け取り行うこと。

廃棄物搬入届兼許可伝票には「搬入者名前，搬入者住所」等，必要事項を記入する

こと。 

  ②．ごみ固形燃料工場に搬入する対象物は「草木及び事業に係る物のみ」とする。 

    処理困難物等，市の施設では処理できない廃棄物等がある場合は，監督員と協議し

適正に処分すること。 

  ③．分別を徹底すること。また，刈草等を搬入する前には，水切り・乾燥を十分に行い，

減量化に努めること。 

  ④．許可伝票が足りなくなった場合は，監督員へ報告し受け取ること。 

（配布には２日～３日要するため，早めに報告してください。） 

⑤．許可伝票が残った場合は，監督員へ返却すること。 

６．委託が完了した時は，廃棄物搬入届兼許可伝票ＮＯごとに「搬入日時」と「搬入数量」

を監督員へ報告すること。 

７．本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は，その内容に疑義が生じた場合は

監督員の指示を受けること。 
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